
変更届及び加算に係る届出書の
提出について

R5.1.25 小樽市集団指導資料（地域密着）

資料4

1



変更届について

◇提出書類 ※押印不要

①事業所変更届出書

②変更内容に応じた添付書類
※【添付書類一覧】でご確認ください

◇提出期限

変更日から10日以内（当日消印有効）
⇒期限を過ぎてからの提出時には遅延理由書（様式は任意）の提出
が必要です。
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《URL》
https://www.city.otaru.lg.jp/docs/20201002001
77/

高齢者・福祉＞高齢者介護＞介護サービス事業者へのお
知らせ＞地域密着型サービス事業＞地域密着型サービス
事業所の指定内容の変更・加算の届出について

変更届について

①変更届（地域密着型サービス用）

⇒事業所変更届出書（様式第２号(第３条関
係)）
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《URL》
https://www.city.otaru.lg.jp/docs/20201104002
39/

高齢者・福祉＞高齢者介護＞介護サービス事業者へのお
知らせ＞介護予防・日常生活支援総合事業＞介護予防・
日常生活支援総合事業についてはこのリンクからご確認
ください＞介護予防・日常生活支援総合事業の指定内容
変更及び廃止等の届出について

変更届について

①変更届（総合事業用）

（第１号通所事業・第１号訪問事業）

⇒事業所変更届出書（様式第４号(第１７条関

係)）
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②添付書類一覧

変更届について
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◇運営規程及び重要事項説明書における各職種の員数の記載方
法について（1）

変更届について

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(運営基

準)において、下記のとおり記載されています。

【運営規程】

①従事者の職種、員数及び職務の内容（第二号）

従事者の「員数」は日々変わりうるものであるため、業務負担軽減等の観点から、規

程を定めるに当たっては、基準第３条の４において置くべきとされている員数を満た

す範囲において、「〇人以上」と記載することも差し支えない(基準第３条の７に規

定する重要事項を記載した文書に記載する場合についても、同様とする。)
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◇運営規程及び重要事項説明書における各職種の員数の記載方
法について（2）

変更届について

今後、小樽市では記載方法について、下記のとおり取り扱います。

記載例 運営規程 重要事項説明書

〇人 （例：３人） 記載可 記載可

〇人以上 (例：３人以上) 記載可 記載可

常勤換算数 (例：2.5以上) 記載可 記載可
※ただし、括弧書きで(〇人)又
は(〇人以上)と併記すること

※重要事項説明書は、利用者への説明等で使用するため、より分かりやすい記載方法が好ましい
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◇提出時の注意事項について（1）

変更届について

・届出様式の間違いにご注意ください。様式は小樽市ホームページから

ダウンロードできますので、必ず新しい様式を使用してください。

・「サービスの種類」の項目は地域密着型サービスと総合事業は区別し、ご

記入ください。

※記載例：地域密着型通所介護 / 第1号通所事業（通所介護相当サービス）

・運営規程は新・旧両方をご提出ください。

・シフト表は歴月（１日～末日）のものをご提出ください。
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◇提出時の注意事項について（2）

変更届について

・登記事項証明書も併せて変更になる場合は、「登記事項証明書」に関する項目に

も忘れずに〇をつけてご提出ください。

※例：代表者変更の場合

→「代表者の変更」と「登記事項証明書」に関する項目に〇をつける

・生活相談員の変更は「その他」の項目に〇をつけ、括弧内に「生活相談員」と

記載してご提出ください。

※記載例：その他(生活相談員)

・重要事項説明書の変更については、小樽市へ変更届を提出する必要はありません。
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◇提出期限

・在宅サービス
毎月１５日までに届出受理 ⇒翌月から算定開始
毎月１６日以降に届出受理 ⇒翌々月から算定開始

・施設系サービス
届出受理日が月の初日 ⇒当該月から算定開始
届出受理日が月の初日以外 ⇒翌月から算定開始

②加算の届出について
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通常、処遇改善加算等の計画書の提出については加算を取得する月の
前々月の末日（開始月の２カ月前の末日）までに行うこととされている

が、令和５年度当初の特例として以下のとおりとする。

令和５年４月又は５月から取得する場合は、
４月１５日(土)までに行うこととする。

※現在、国の方で計画書等様式の簡素化を検討しており、
見直し後の様式については２月を目処にお知らせが出される予定です。

令和５年度「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職

員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書」に係る提出期限について

（令和４年１２月２０日付 介護保険最新情報Vol.1119）

加算の届出について
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提出書類について

◇提出書類 ※押印不要

①介護給付費算定に関する届出書

②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

③加算種別に応じて提出が必要な書類

※それぞれのサービス区分ごとの【加算添付書類一覧表】でご確認ください。

加算の届出について
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《URL》
https://www.city.otaru.lg.jp/docs/20201002
00177/

高齢者・福祉＞高齢者介護＞介護サービス事業者
へのお知らせ＞地域密着型サービス事業＞地域密
着型サービス事業所の指定内容の変更・加算の届
出について

①届出書（地域密着型サービス用）

⇒介護給付費算定に係る体制等に関する届出
書（別紙３－２）

加算の届出について
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《URL》
https://www.city.otaru.lg.jp/docs/202011040025
3/

高齢者・福祉＞高齢者介護＞介護サービス事業者へのお
知らせ＞介護予防・日常生活支援総合事業＞介護予防・
日常生活支援総合事業についてはこのリンクからご確認
ください＞介護予防・日常生活支援総合事業の加算等の
届出について

①届出書（総合事業用）

（第１号通所事業・第１号訪問事業）

⇒小樽市介護予防・日常生活支援総合事業

第１号事業費算定に係る体制等に関する届出書

（指定様式２）

加算の届出について
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②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

加算の届出について

※「地域区分」→「５ その他」に忘れずに〇をつけてください。
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③加算添付書類一覧 例）認知症対応型共同生活介護

加算の届出について
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◇提出時の注意事項について

・届出様式の間違いにご注意ください。様式は小樽市ホームページか

らダウンロードできますので、必ず新しい様式を使用してください。

※ベースアップ加算の項目追加に伴い、体制届等様式が変更になっ

ていますので、ご確認ください。

・算定を取り下げる場合は、速やかに届出書をご提出ください。

・異動（予定）年月日や特記事項（変更前・変更後）の記載漏れにご

注意ください。

加算の届出について
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◇届出書等はいずれも押印（法人印）は不要です。

◇電子メールで提出する場合は、介護保険課代表アドレスに
送付してください。📩 kaigo@city.otaru.lg.jp

※個人アドレスへ提出いただきますと、担当者不在の場合等対応が遅
れてしまう場合がありますので、ご配慮ください。

変更届及び加算に係る届出書の提出に関する留意事項について
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